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上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書
面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事
項記載書面）への記載を省略しております。

第56期定時株主総会資料
電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項



回次 新株予約権
の数

目的である株式の
種類及び数

新株予約権
の発行価額 新株予約権の行使期間

保有状況
取締役

第２回 69個 当社普通株式
4,140株 3,933円 2016年10月19日から

2056年10月18日まで
69個
（2名）

第３回 46個 当社普通株式
2,760株 6,882円 2017年10月18日から

2057年10月17日まで
46個
（2名）

第４回 52個 当社普通株式
3,120株 9,550円 2018年10月17日から

2058年10月16日まで
52個
（3名）

第５回 63個 当社普通株式
3,780株 8,736円 2019年10月17日から

2059年10月16日まで
63個
（3名）

⒊ 新株予約権等に関する事項
⑴ 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の

概要（2025年６月30日現在）

（注）１. 上表の各新株予約権は、すべて株式報酬型ストック・オプションであります。
２. 当社は、社外取締役には上表の各新株予約権を付与しておりません。
３. 各新株予約権の行使価額は、全て１株当たり１円であります。
４. 各新株予約権の主な行使条件については、新株予約権者は、取締役、執行役員（委任契約型）のい
ずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使
することができるものとする。

５. 2021年１月27日開催の取締役会決議により、2021年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合
で株式分割を行っております。また、2023年２月10日開催の取締役会決議により、2023年３月１
日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の
目的である株式の種類と数」が調整されております。
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⑵ その他の新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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①当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 40百万円
②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 40百万円

⒌ 会計監査人に関する事項
⑴ 会計監査人の名称　　　有限責任監査法人トーマツ

⑵ 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないた
め、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

　　　２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、監査計画における監査時間および監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実
績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につ
き、会社法第399条第１項の同意を行っております。

⑶ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、
監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査
役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報
告いたします。

－ 3 －



⒍ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は「業務の適正を確保するための体制」（いわゆる内部統制システム）の整備構築に係る基

本方針を以下の⑴～⑾のとおり定めております。

内部統制システム構築の基本方針
⑴　当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するために「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」を定め、その運用と徹底に努めて
います。

・当社は、業務分掌規程、職務権限規程、組織規程により取締役及び使用人の職務及び決裁権限
内容に基づき、常時取締役及び使用人がそれら文書等を閲覧できるよう開示し、業務の執行が
定款に適合し行われる体制を確保します。

・当社は、代表取締役社長を委員長とする「内部統制推進委員会」を2ヶ月に1回開催すること
で、社内におけるコンプライアンスや内部管理体制の適切性・有効性を検証し、問題点の把握
やその対策の具体化に努め、内部統制全般の整備と運用を行っています。

・当社は、当社の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるため、監査役による
監査や、代表取締役社長直轄の内部監査部による各部門に対する内部監査を定期的に実施して
おります。

・当社は、「内部通報制度」を設置・運営し、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情
報提供を行う手段を確保することで、不正行為等の早期発見と是正を図ります。

・当社は、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、当社グループ
のマテリアリティを特定し、取締役会がサステナビリティへの取り組みを適切に監督し、当社
の事業活動を通じて当社グループのマテリアリティの解決を推進します。

・当社は、取締役・監査役及び執行役員の指名や報酬に関しては、構成員の過半数を独立社外取
締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置しており、当委員会の答申を受けて取締役会が
決定しております。なお、監査役の指名や報酬については、監査役会で決定しております。

・当社は、取締役会がその役割・責務を実務的に果たすために、取締役会の実効性評価を年次で
実施し、取締役会全体が適切に機能しているかを評価し、課題等の改善に向けた適切な措置を
講じています。
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⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、株主総会議事録、取締役会議事録や稟議書等の重要な意思決定等に係る記録は、法令

及び「文書管理規程」に基づき、定められた期間保管します。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、代表取締役社長を委員長とする「内部統制推進委員会」が中心となり、想定されるリ

スクを抽出した上で、その評価及び対応策の検討を行い、年次でコンプライアンス・リスクマ
ネジメント施策の計画を策定し、各部門への対応指示を行います。また、定期的に取締役会及
び経営会議への報告を行うとともに、想定される必要なリスクへの必要な措置を検討します。

・当社は、各部門のリスク管理については、各部門内にコンプライアンス・リスク管理責任者及
びコンプライアンス・リスク管理担当者を設置し、適正なリスク管理を行います。

・当社は、不測の事態が発生した場合には、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」及
び「危機発生時対応マニュアル」に則り必要な対応を行います。
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⑷　取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、執行役員制度により、取締役の監督機能と業務執行機能の融合を図り、意思決定の迅

速化と役割の明確化を図ります。
・当社は、取締役の職務執行が、効率的に行われることを確保する体制として、定時取締役会を

月１回開催する他、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、重要事項を意思決定するととも
に職務執行状況を監督します。

・当社は、常勤役員からなる経営会議を原則週１回開催し、個別の経営課題を実務的な観点から
協議し、取締役の職務執行が効率的に行われる体制を補完します。

・当社は、当社の重要事項については、職務権限規程に基づく社内起案・決裁手続きに従い、経
営会議における審議を経て、取締役会で決議し、執行します。

⑸　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社は、グループ各社の所管業務については、業務の適正を確保するため「関係会社管理規

程」を定め、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行に則ったコンプライアンス体制の構
築、リスク管理体制の確立を図るため、担当取締役が統括管理します。

・当社は、グループ各社の自主性を尊重しつつ、グループ各社の担当取締役から、業務執行に関
する事項を定期的に当社取締役会及び常勤役員からなる経営会議において報告を受ける体制を
構築しています。

・当社は、グループ各社の経営に影響を及ぼすような重要な決定については「関係会社管理規
程」に基づき、当社の取締役会への付議又は報告を行うこと等により、グループ各社における
業務の適正及び職務の執行の効率を確保します。

・グループ各社への業務及び会計の監査については、監査役は「監査役監査規程」、内部監査部
は「内部監査規程」に準じて、管理体制に問題があると認められるときは、意見を述べるとと
もに、改善策の策定を求めることができるものとします。

・当社は、当社とグループ各社の緊密化を図り、かつ、各社の利益の向上を図るために必要に応
じ関係会社会議を開催できるものとします。

・当社は、グループ各社に関する指導育成については、グループ各社の自主性を尊重するととも
に、担当取締役が必要と認めた場合には、その実施を促進します。
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⑹　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項
・当社は、監査役が必要とした場合、代表取締役社長直轄の内部監査部に所属する使用人が監査

役の補助を行います。また、その選任及び解任については、監査役会と事前に協議の上、決定
します。

⑺　⑹の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当社は、前号における監査役を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役

の指揮命令下で業務を遂行できる体制を確保し、使用人の人事評価についても監査役会と協議
して決定します。
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⑻　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当社は、グループ各社の取締役及び使用人は職務執行に関し、法令・定款に係わる重大な不正

行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した時、並び
に業務執行の状況及び結果を監査役に報告します。

・当社は、監査役への報告は、迅速且つ誠実に行うことを基本とし、定期的な報告に加え、必要
に応じて適宜行い、定時取締役会のみならず、経営会議及び全社業績会議などに常勤監査役が
参加し、適宜経営上重要な事項に関する報告を行える体制を整備しております。

・当社は、監査役への報告をおこなったグループ各社の取締役及び使用人に対し、当該報告をし
たことを理由として不利益な取扱を行なうことを禁止し、その旨をグループ各社の取締役及び
使用人に周知徹底をします。

⑼　その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役との相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を開催します。
・監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席します。
・監査役は、当社の本社や店舗、工場等及びグループ各社において業務執行並びに財産管理の状

況を適宜調査します。
・監査役は、会計監査人及び内部監査部との間で、情報交換に努め、連携して当社の監査の実効

性を確保します。
・当社は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合、弁護士・公認会計士等外

部専門家との連携を図れる環境を整備します。
・当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたとき

は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債
務を処理します。

⑽　財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、金融商品取引法第24条の４の４に規定する内部統制報告書の記載を適正に行うため

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準に関する実施基準」に準じて、内部監査部が
整備・運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば、これを是正していく体制の維持・向上
を図ります。
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⑾　反社会的勢力を排除するための体制
①反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　当社及びグループ各社は、「サステナビリティ基本方針」及び「コンプライアンス・リスクマ

ネジメント規程」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関
わりを遮断することを規定しております。

②反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
　当社は、「暴力団等反社会的勢力の排除及び不当要求対応マニュアル」を策定し、反社会的勢

力との関係遮断について明記するとともに、反社会的勢力の排除のための管理体制を以下のと
おり整備しております。

・対応部署及び対策委員会の設置
　当社は、反社会的勢力の対応部署を総務企画部とし、総務企画部長が責任者となり反社会的勢

力との関係を遮断するための取組みを行います。また、総務企画部長は必要に応じて管理本部
本部長の承認を得た上で、適正な人材（社内・社外を問わず)を指名し、臨時に反社会的勢力
対策委員会を設置し、反社会的勢力への対応を行います。

・店舗における反社会的勢力に対する対応
　当社は、店舗における一次対応責任者を店長(不在時は次席社員)としております。また、留意

事項に基づき、口頭による緊急報告を手順に従い実施するとともに、「暴力団等反社会的勢力
との対応報告書」を作成し対応内容を文書化することとしております。

・外部専門機関との連携状況
　当社は、総務企画部を中心として、所轄の警察署、暴力追放県民会議、弁護士等と緊密に連携

しております。

・取引先の調査
　当社は、新規取引先に対しては「新規取引業者対応マニュアル」に準じて「反社会的勢力調

査」を事前に実施する仕組みを導入しております。既存取引先に対しては、年１回「反社会的
勢力調査」を実施することとしております。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
・当グループは「サステナビリティ基本方針」「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」な

どを制定し、取締役および使用人の職務執行が法令および定款に則って行われるよう周知徹底し
ております。経営幹部にはこれら諸規程を遵守する旨の「誓約書」の提出を年１回義務付け、さ
らなる徹底に努めております。

・また、当社は、代表取締役社長を委員長とする「内部統制推進委員会」を設置し、当委員会が中
心となりグループ各社のコンプライアンス体制およびコンプライアンスに関する重要方針と運用
状況について審議を行い、継続的に改善を進めるとともに、各部門への対応指示を行います。加
えて、定期的に取締役会および経営会議への報告を行うとともに、想定されるリスクへの必要な
措置を検討します。なお、当期においては、「内部統制推進委員会」は６回開催されておりま
す。

⑴　取締役の職務執行
・当社は、執行役員制度を導入し、取締役の監督機能と業務執行機能の融合を図り、意思決定の迅

速化と役割の明確化を図っております。
・取締役の職務執行が、効率的に行われることを確保する体制として、定時取締役会を月１回開催

する他、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、重要事項を意思決定するとともに職務執行状
況を監督します。なお、当期においては、取締役会は17回開催されています。

・上述の諸規程の遵守徹底に加えて、独立社外取締役を複数名選任し、取締役会などを通じて独立
社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しております。

・業務分掌規程、職務権限規程、組織規程などを定め、各取締役の責任の明確化と効率的な業務の
遂行を図っております。

⑵　リスク管理体制
・「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」に基づいて「内部統制推進委員会」が中心とな

り、想定されるリスクを抽出し、その評価及び対応策を検討したうえで、各責任部署が対応して
おります。また、必要に応じて取締役会のほか、常勤役員及び執行役員からなる経営会議におい
てリスク管理状況のモニタリング及び必要な措置を検討しております。
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⑶　グループ各社の管理
・グループ各社の担当取締役から、当社取締役会および経営会議において業務執行に関する事項に

ついて定期的な報告を受けるとともに、重要な決定事項については「関係会社管理規程」に則
り、当社取締役会への付議または報告を行うことにより、関係会社に対する管理体制を整備して
おります。

・監査役および内部監査部は、グループ各社に対する監査を通じて、グループ各社の経営に対応し
た効率的なモニタリングを実施しております。

⑷　監査役
・監査役は、４名全員が独立社外監査役であり、取締役会への出席および常勤監査役による経営会

議やその他重要会議への出席を通じて、経営上の重要な事項に関する報告を受けるとともにコン
プライアンス体制の整備および運用状況を確認しております。また、代表取締役社長と相互の意
思疎通を図るために定期的に会合を実施しております。

・常勤監査役と内部監査部が同室で業務を遂行し、日々の積極的な情報交換を通じて、監査役の職
務遂行に必要な情報提供がされる体制を整備しております。監査役が必要とした場合には、内部
監査部に所属する使用人が監査役の補助を行っております。

⑸　内部監査の実施
・内部監査部は各部署に対する内部監査をそれぞれ年１回ずつ実施し、その結果について代表取締

役社長および監査役に対し書面による報告を行っております。また、四半期毎に取締役会および
経営会議において、各部署の監査結果に基づく内部統制の運用状況や重点課題について報告を行
っております。

・その他、内部監査部は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行
っております。

（注）本事業報告中に記載の金額等は表示単位未満を切り捨てております。
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( 2024年 7 月 1 日から )2025年 6 月30日まで
(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

自 己
株 式

株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 2,883 2,707 25,573 △2,082 29,082

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） 3,080 3,080 6,161

剰 余 金 の 配 当 △1,299 △1,299

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 6,157 6,157

自 己 株 式 の 取 得 △4 △4

自 己 株 式 の 処 分 △16 54 37

自 己 株 式 処 分 差 損 の 振 替 6 △6 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
（ 純 額 ）

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 3,080 3,070 4,850 50 11,052

当 期 末 残 高 5,964 5,778 30,424 △2,032 40,134

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
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そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株
予 約 権

非支配株主
持分 純資産合計そ の 他 有 価

証 券 評 価 差
額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に
係 る 調 整 累
計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 7 47 △33 20 310 144 29,558

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） 6,161

剰 余 金 の 配 当 △1,299

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 6,157

自 己 株 式 の 取 得 △4

自 己 株 式 の 処 分 37

自 己 株 式 処 分 差 損 の 振 替 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
（ 純 額 ）

△0 82 11 94 △282 △59 △246

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 △0 82 11 94 △282 △59 10,805

当 期 末 残 高 7 129 △21 115 27 85 40,364
（注）連結株主資本等変動計算書の記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。
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連結子会社の数 11社
主要な連結子会社の名称 物語（上海）企業管理有限公司

PT. Agrapana Niaga Gemilang
物語香港有限公司
物語台湾股份有限公司
Storytellers USA, Inc.

連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１. 連結の範囲に関する事項

　前連結会計年度において連結子会社であったStoryteller株式会社は当連結会計年度において
清算結了したため、連結の範囲から除外しております。
　当連結会計年度において物語台湾股份有限公司及びStorytellers USA, Inc.は新たに設立し
たため、各社を連結の範囲に含めております。
　当連結会計年度においてShin Nihon Kousan Inc.及びその他５社は、当社子会社の
Storytellers USA,Inc.が各社の株式取得に伴い、各社を連結の範囲に含めております。

２. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社である物語（上海）企業管理有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算

書類の作成にあたって、同社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を
使用しております。

連結子会社のうち、Storytellers USA, Inc.の決算日は３月31日であります。また、同社の子
会社のうち３社の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成に当たっては、３月31日付で
仮決算を行っております。これらの会社については、決算日の差異が３ヵ月を超えていないた
め、同日現在の財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との差異期間における重要な取
引については、連結上必要な調整を行っております。

その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
なお、当連結会計年度より、PT.Agrapana Niaga Gemilangは、決算日を12月31日から６月

30日に変更しております。この変更による決算上の影響はありません。

３. 会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
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定額法　　　　　　主な耐用年数 10年～31年

主として定率法　　主な耐用年数 ３年～20年

②棚卸資産
商品、貯蔵品

主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定）
製品、原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

建物及び構築物（2016年３月31日以前に取得した構築物を除く）

その他

②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい
ております。

③リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

④使用権資産
　一部の在外子会社につきましては、ASC第842号「リース」を適用しております。これに
より、借手は原則としてすべてのリースを資産及び負債として計上しており、資産計上され
た使用権資産の減価償却方法は定額法を採用しております。

⑶　重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金
　従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度に対応する額を
計上しております。

③株主優待引当金
　将来の株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度以降において発生
すると見込まれる額を計上しております。

④店舗閉鎖損失引当金
　店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、中途解約違約金等の閉店関連損失見込額を計
上しております。
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⑷　退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（３年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しております。
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（３年）による定額法により費用処理しております。

⑸　収益及び費用の計上基準
①直営店売上

直営店に来店する顧客からの注文に基づき飲食サービスを提供し、対価を受領した時点で
収益を認識しております。

②フランチャイズ加盟企業関連売上
・フランチャイズ加盟金

フランチャイズ契約時に一括して対価を受領し、当該対価を契約負債として認識してお
ります。フランチャイズ契約は、店舗運営のノウハウを一定の期間にわたりフランチャイ
ズ店へ提供するものであるため、当該一定の期間にわたり収益を認識しております。

・フランチャイズ加盟企業への食材等の販売
食材等をフランチャイズ店に引き渡した時点で収益を認識しております。

・ロイヤルティ収入
フランチャイズ店の売上高の発生に応じて収益を認識しております。

⑹　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。
　在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び
費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定
に含めて計上しております。

⑺　その他連結計算書類作成のための重要な事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

譲渡制限付株式報酬制度
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役及び従業員に支給した報酬等に

ついては、対象勤務期間にわたり費用処理しております。
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会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。
以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正
会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」とい
う。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の
変更による連結計算書類への影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の
連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結
会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度に
ついては遡及適用後の連結計算書類となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会
計年度の連結計算書類への影響はありません。

表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

前連結会計年度まで「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」（前
連結会計年度８百万円）は、重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。

前連結会計年度まで「固定負債」の「その他」に含めて表示しておりました「リース債務」（前
連結会計年度９百万円）は、重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。

（連結損益計算書）
前連結会計年度まで、「営業外収益」に表示しておりました「協賛金収入」（当連結会計年度０

百万円）は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含め
ております。

前連結会計年度まで、「営業外費用」に表示しておりました「控除対象外消費税等」（当連結会
計年度15百万円）は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その
他」に含めております。

（連結株主資本等変動計算書）
前連結会計年度まで、「自己株式処分差益」を区分表示しておりましたが、開示の明瞭性を高め

るため、当連結会計年度より「自己株式の処分」に含めて表示しております。
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会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
１. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当社グループは、当連結会計年度末現在、連結貸借対照表に外食産業に係る店舗資産38,414
百万円（有形固定資産38,143百万円、無形固定資産271百万円）を計上しております。

２. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、郊外ロードサイドを中心に当連結会計年度末現在、直営店539店を運営して

おり、店舗設備として建物の他、構築物、工具、器具及び備品等があります。店舗用の土地につ
きましては、自社所有は４店舗であります。

当社グループは、各店舗をキャッシュ・フローを生み出す最小単位としており、本社費用等を
配賦した後の営業損益が２期連続で赤字となるなど、業績悪化している店舗については、減損の
兆候があるものとみなしております。そのうえで、減損の兆候がある店舗については、取締役会
により決議・承認された総合予算の基礎となる店舗別の将来キャッシュ・フロー予測に基づき、
店舗資産に対する投資が回収できるかどうかのテスト（減損損失の認識の要否の判定）を行い、
店舗資産の帳簿価額を回収不能と判断した場合には、固定資産の減損損失を計上しております。

当社グループは業態開発力を企業の主要な競争力の源泉と位置づけ、新業態の開発や既存業態
の改善に継続的に取り組みながら、複数の業態による展開を前提とした事業運営を行っておりま
す。顧客ニーズの変化により、予算未達となっている直営店舗を抱える業態も生じていますが、
販売促進策及び費用低減施策を断続的に打ち出しており、施策等による効果を、店舗別の将来キ
ャッシュ・フロー予測に一定程度織り込んでおります。

施策等により狙いとする効果が得られなかった場合には、店舗資産に関する減損損失の計上額
が増加する可能性があります。

会計上の見積りの変更に関する注記
資産除去債務の見積りの変更
　当連結会計年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産
除去債務について、店舗等の退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴
い、見積りの変更を行いました。
　この見積りの変更による増加額290百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
　なお、当該見積りの変更による連結損益計算書への影響は軽微であります。
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建物及び構築物 50百万円
土地 265百万円

計 316百万円

１年内返済予定の長期借入金 400百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 25,500百万円

フランチャイズ加盟企業の仕入債務に対する債務保証 881百万円

当座貸越極度額の総額 6,000百万円
借入実行残高 1,000百万円
差引額 5,000百万円

契約負債（流動負債） 66百万円
契約負債（固定負債） 180百万円

連結貸借対照表に関する注記
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務

⑴　担保に供している資産

⑵　担保に係る債務

３. 保証債務

４. 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりでありま
す。

５. 契約負債
その他のうち、契約負債の金額は次のとおりであります。
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用途 種類 場所 減損損失（百万円）

店舗 建物及び構築物
愛知県　　　　（２件）
神奈川県　　　（１件）
インドネシア　（２件）

105

普通株式 39,202,981株

普通株式 684,599株

普通株式 23,940株

連結損益計算書に関する注記
減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いた
しました。

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位としてグル
ーピングしております。

閉店の意思決定を行った店舗における資産グループ及び継続的に営業損失を計上し収益性が
低下している店舗における資産グループについて、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失（105百万円）として特別損失に計上いたしました。

なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しております。使用価値につ
いては、将来キャッシュ・フローを6.5%で割り引いて算定しております。ただし、将来キャ
ッシュ・フローがマイナスであるものは回収可能価額を零として評価しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

（注）第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使により、普通株式が
2,848,231株増加しております。

２. 当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び総数

３. 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除
く。）の目的となる株式の種類及び数
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①配当金の総額 606百万円
②１株当たり配当額 17円
③基準日 2024年６月30日
④効力発生日 2024年９月26日

①配当金の総額 693百万円
②１株当たり配当額 18円
③基準日 2024年12月31日
④効力発生日 2025年３月10日

①決議予定日 2025年９月26日
②配当金の総額 693百万円
③配当の原資 利益剰余金
④１株当たり配当額 18円
⑤基準日 2025年６月30日
⑥効力発生日 2025年９月29日

４. 剰余金の配当に関する事項
⑴　配当金支払額等
イ. 2024年９月25日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。

ロ. 2025年２月10日開催の取締役会において次のとおり決議しております。

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの

定時株主総会において次のとおり決議を予定しております。
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金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取り組み方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達について
は主として社債の発行及び銀行等金融機関からの借り入れによる方針です。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、
主な取引先の信用状況を把握する体制としております。ただし、取引先の多くは当社のフラ
ンチャイズ加盟企業であり、開店時にフランチャイズ保証金を預かっているため、その分リ
スクが低減されております。
　投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式につ
いては四半期ごとに時価の把握を行っております。
　差入保証金は主に店舗等の賃貸借契約に伴うものであり、契約先の信用リスクに晒されて
おります。当該リスクに関しては、契約締結前に対象物件の権利関係などの確認を行うとと
もに、契約先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。
　買掛金は、そのほとんどが１カ月以内の支払期日です。
　社債及び借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、金
利の変動リスクを回避するため、その多くは固定金利としております。
　リース債務は、リース資産及び一部の連結子会社の使用権資産の取得に係るものでありま
す。

⑶　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

投資有価証券（*１） 12 12 －
差入保証金 6,337 5,529 △807

資産計 6,350 5,542 △807
社債 1,000 990 △9
長期借入金　（*２） 10,931 10,878 △52
リース債務 2,419 2,251 △168

負債計 14,350 14,120 △230

２. 金融商品の時価等に関する事項
2025年６月30日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりであります。なお、「現金」については現金であること、「預
金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済さ
れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（単位：百万円）

（*１) 非上場株式（連結貸借対照表計上額44百万円）は、市場価格のない株式等に該当する
ことから、「投資有価証券」に含めておりません。

（*２) １年内返済予定の長期借入金を含めております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い

て算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

株式 12 － － 12
資産計 12 － － 12

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 5,529 － 5,529
資産計 － 5,529 － 5,529

社債 － 990 － 990
長期借入金 － 10,878 － 10,878
リース債務 － 2,251 － 2,251

負債計 － 14,120 － 14,120

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
差入保証金

一定の債権分類ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利率で割り引いた現在価値
により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
社債、長期借入金、リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規発行及び借入並びにリース契約を行った場
合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。
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当連結会計年度
直営店売上高 116,469
フランチャイズ加盟企業関連売上高 7,426
その他売上高 26
顧客との契約から生じる収益 123,921
その他の収益 －
外部顧客への売上高 123,921

収益認識に関する注記
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、飲食店事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を
分解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
⑴　直営店売上

直営店に来店する顧客からの注文に基づき飲食サービスを提供し、対価を受領した時点
で収益を認識しております。対価については、現金払いは即時、クレジットカード払いは
クレジットカード会社の支払条件に従い短期のうちに支払いを受けております。

⑵　フランチャイズ加盟企業関連売上
・フランチャイズ加盟金

フランチャイズ契約時に一括して対価を受領し、当該対価を契約負債として認識して
おります。フランチャイズ契約は、店舗運営のノウハウを一定の期間にわたりフランチ
ャイズ店へ提供するものであるため、当該一定の期間にわたり収益を認識しておりま
す。

・フランチャイズ加盟企業への食材等の販売
食材等をフランチャイズ店に引き渡した時点で収益を認識しております。対価につい

ては、履行義務の充足時点から概ね2ヶ月以内に受領しております。
・ロイヤルティ収入

フランチャイズ店の売上高の発生に応じて収益を認識しております。対価について
は、履行義務の充足時点から概ね2ヶ月以内に受領しております。
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当連結会計年度
契約負債（期首残高） 157
契約負債（期末残高） 247

当連結会計年度
１年以内 66
１年超２年以内 47
２年超３年以内 39
３年超 94
合計 247

１株当たり純資産額 1,044円96銭
１株当たり当期純利益 163円09銭

３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係性並
びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見
込まれる収益の金額及び時期に関する情報

⑴　契約負債の残高等
（単位：百万円）

契約負債は、主にフランチャイズ加盟金であります。
当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債に含まれていた金額は、52百万円

であります。

⑵　残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込

まれる期間は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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企業結合に関する注記
（株式取得による企業結合）

１. 企業結合の概要
⑴　被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　Shin Nihon Kousan Inc.
Shogun Kobe Inc.（Shin Nihon Kousan Inc.の子会社）
Shogun Restaurant Inc.（Shin Nihon Kousan Inc.の子会社）
La Verne LLC
Murrieta LLC
Corona LLC

事業の内容　　　　　レストラン事業の運営
⑵　企業結合を行った主な理由

当社グループは、持続的な成長と企業価値向上を目的とした成長戦略の一環として、海外
市場の開拓を重視しております。特に、世界最大規模を誇る米国の外食市場は、今後も持続
的な成長が見込まれることから、魅力的な市場であると認識しております。しかしながら、
米国の外食市場は既に成熟しており、自社ブランドの展開や新業態開発による単独参入には
高い参入障壁が存在するほか、事業の拡大には相応の時間と投資が必要となることが想定さ
れます。そのため、当社はM&Aによる市場参入を検討してまいりました。本件の対象とな
る「鉄板焼き」市場は、米国外食市場では日本食の一分野として位置づけられており、今後
さらなる市場成長が予測されています。また、特定の人種や属性に偏らず幅広い顧客層に支
持されており、日本食業態の中でも特に高い成長可能性を有していると考えております。

SHOGUNグループは、郊外ロードサイドに大型レストランを展開しており、日本食の専
門性を活かしながら、日常利用だけでなく特別な日の利用（ハレの日需要）にも対応できる
業態を確立しております。これは、当社の既存事業と親和性が高く、当社の強みである郊外
ロードサイド型の大型店舗運営のノウハウに加え、創業から続く和食業態の運営を通じて培
った知見を活かした商品開発力などにより、十分なシナジー効果を創出できるものと判断し
ております。
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取得の対価 現金 3,887百万円
取得原価 3,887

さらに、SHOGUNグループは約47年にわたる事業の歴史を持ち、地域住民からの高い支
持を得ており、今後の出店余地も十分に残されていることから、事業の安定性・成長性を高
く評価できると考えております。

以上の点を総合的に勘案し、本件の買収は当社にとって戦略的に重要な意義を持つものと
判断しております。

⑶　企業結合日
2025年４月１日

⑷　企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑸　結合後企業の名称
変更はありません。

⑹　取得した議決権比率
100％（内、間接所有100％）

⑺　取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の連結子会社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

２. 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
当連結会計年度には被取得企業の業績は含まれておりません。

３. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

４. 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザー費用等　176百万円

５. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
⑴　発生したのれんの金額

2,583百万円
⑵　発生原因

主として今後の事業展開によって期待される超過収益力から発生したものであります。
⑶　償却方法及び償却期間

投資効果の発現する期間を見積もり、合理的な期間で均等償却する予定であります。な
お、償却期間については、現在算定中であります。
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流動資産 752百万円
固定資産 3,235
資産合計 3,987
流動負債 438
固定負債 2,244
負債合計 2,683

売上高 5,332百万円
営業利益 146百万円

６. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

７. 取得原価の配分
当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに時価

の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な合理的情
報に基づき暫定的な会計処理を行っております。

８. 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益
計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

（概算額の算定方法）
企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報を影響

の概算額としております。
なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。

─────────────────────────────────────────────
(注) 本注記事項中に記載されている金額は表示単位未満を切り捨てております。
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( 2024年 7 月 1 日から )2025年 6 月30日まで
(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計固定資産圧縮

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,883 2,756 9 2,766 1 21 25,330 25,354

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） 3,080 3,080 3,080

固定資産圧縮積立金の取崩 △1 1 －

剰 余 金 の 配 当 △1,299 △1,299

当 期 純 利 益 6,355 6,355

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △16 △16

自己株式処分差損の振替 6 6 △6 △6

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 3,080 3,080 △9 3,070 － △1 5,051 5,049

当 期 末 残 高 5,964 5,837 － 5,837 1 20 30,382 30,404

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
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株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等
合 計

当 期 首 残 高 △2,082 28,922 7 7 310 29,240

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ） 6,161 6,161

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △1,299 △1,299

当 期 純 利 益 6,355 6,355

自 己 株 式 の 取 得 △4 △4 △4

自 己 株 式 の 処 分 54 37 37

自己株式処分差損の振替 － －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) △0 △0 △282 △282

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 50 11,251 △0 △0 △282 10,968

当 期 末 残 高 △2,032 40,173 7 7 27 40,208

(注)　株主資本等変動計算書の記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。
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定額法　　　　　　主な耐用年数 10年～31年

主として定率法　　主な耐用年数 ３年～20年

個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記

１. 資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
⑵　棚卸資産

商品、貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）

製品、原材料
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）

２. 固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）

建物

その他

　ただし、2016年４月１日以降に取得した構築物については、定額法によっております。
⑵　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づい
ております。

⑶　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
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３. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として
処理しております。

４. 引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

⑵　賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に対応する額を計上

しております。
⑶　株主優待引当金

将来の株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生する
と見込まれる額を計上しております。

⑷　店舗閉鎖損失引当金
店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、中途解約違約金等の閉店関連損失見込額を計

上しております。
⑸　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計
上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（３年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（３年）による定額法により費用処理しております。
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５. 収益及び費用の計上額
⑴　直営店売上

直営店に来店する顧客からの注文に基づき飲食サービスを提供し、対価を受領した時点で
収益を認識しております。

⑵　フランチャイズ加盟企業関連売上
・フランチャイズ加盟金

フランチャイズ契約時に一括して対価を受領し、当該対価を契約負債として認識してお
ります。フランチャイズ契約は、店舗運営のノウハウを一定の期間にわたりフランチャイ
ズ店へ提供するものであるため、当該一定の期間にわたり収益を認識しております。

・フランチャイズ加盟企業への食材等の販売
食材等をフランチャイズ店に引き渡した時点で収益を認識しております。

・ロイヤリティ収入
フランチャイズ店の売上高の発生に応じて収益を認識しております。

６. 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
譲渡制限付株式報酬制度

当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役及び従業員に支給した報酬等につ
いては、対象勤務期間にわたり費用処理しております。
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会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。
以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定め
る経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　
2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経
過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありませ
ん。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の
計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年度
の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前事業年度については遡及
適用後の計算書類となっております。なお、当該会計方針の変更による前事業年度の計算書類への
影響はありません。

表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）

前事業年度まで「営業外収益」に表示しておりました「協賛金収入」（当事業年度０百万円）
は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業収益」の「その他」に含めております。

（株主資本等変動計算書）
前事業年度まで、「自己株式処分差益」を区分表示しておりましたが、開示の明瞭性を高めるた

め、当事業年度より「自己株式の処分」に含めて表示しております。

会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
１. 当事業年度の計算書類に計上した金額

　当社は、当事業年度末現在、貸借対照表に外食産業に係る店舗資産34,750百万円（有形固定
資産34,482百万円、無形固定資産267百万円）を計上しております。

２. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社は、郊外ロードサイドを中心に当事業年度末現在、直営店499店舗を運営しており、店舗
設備として建物の他、構築物、工具、器具及び備品等があります。店舗用の土地につきまして
は、自社所有は４店舗であります。
　その他の情報は、連結注記表「会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一でありま
す。
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建物 50百万円
土地 265百万円

計 316百万円

１年内返済予定の長期借入金 400百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 24,880百万円

フランチャイズ加盟企業の仕入債務に対する債務保証 881百万円

短期金銭債権 271百万円
短期金銭債務 0百万円

当座貸越極度額の総額 6,000百万円
借入実行残高 1,000百万円
差引額 5,000百万円

会計上の見積りの変更に関する注記
資産除去債務の見積りの変更
　当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去
債務について、店舗等の退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い、見
積りの変更を行いました。
　この見積りの変更による増加額290百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
　なお、当該見積りの変更による損益計算書への影響は軽微であります。

貸借対照表に関する注記
１. 担保に供している資産及び担保に係る債務

⑴　担保に供している資産

⑵　担保に係る債務

３. 保証債務

４. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

５. 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
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営業取引以外の取引による取引高 62百万円

用途 種類 場所 減損損失（百万円）

店舗 建物
構築物

愛知県　　　（２件）
神奈川県　　（１件）

61

普通株式 684,599株

損益計算書に関する注記
１. 関係会社との取引高

２. 減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位としてグルーピング
しております。

閉店の意思決定を行った店舗における資産グループ及び継続的に営業損失を計上し収益性が
低下している店舗における資産グループについて、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失（61百万円）として特別損失に計上いたしました。

その内訳は、次のとおりであります。
　建物　　　　　　　　　 49百万円
　構築物　　　　　　　　 11百万円
　　　　　　計　　　　　 61百万円
なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しております。使用価値につ

いては、将来キャッシュ・フローを6.5%で割り引いて算定しております。ただし、将来キャ
ッシュ・フローがマイナスであるものは回収可能価額を零として評価しております。

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
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　繰延税金資産
未払事業税 42百万円
前受収益 16百万円
賞与引当金 134百万円
株主優待引当金 78百万円
店舗閉鎖損失引当金 0百万円
減価償却超過額 532百万円
減損損失 138百万円
借地権 24百万円
貸倒引当金 21百万円
長期未払金 1百万円
退職給付引当金 267百万円
資産除去債務 339百万円
その他 115百万円
　小計 1,711百万円
評価性引当額 △468百万円

繰延税金資産合計 1,243百万円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △235百万円
固定資産圧縮積立金 △9百万円
その他有価証券評価差額金 △2百万円

繰延税金負債合計 △247百万円
繰延税金資産の純額 995百万円

税効果会計に関する注記
１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2. 法人税等の税率に変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で

成立したことに伴い、2026年７月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課
税が行われることになりました。

これに伴い、2026年７月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係
る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.1％から31.0％に変更し計算
しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）の金額
は21百万円増加し、法人税等調整額が21百万円減少しております。
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種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

資本金又
は

出資金
事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子 会 社
物語(上海)
企業管理有
限公司

中国
上海市

7百万
US$

レストラン
経営

(所有)
直接

100.00

資 金 の 援
助 、 役 員
の兼任

資 金 の 貸
付 ―

関 係 会
社 長 期
貸付金

1,052

利 息 の 受
取 11

未 収 入
金
（ 「 流
動 資
産 」 の
「 そ の
他」）

5

子 会 社
PT.Agrapa
na Niaga
 Gemilang

インドネシア
ジャカルタ

70,000
百万
IDR

レストラン
経営

(所有)
直接

65.00

資 金 の 援
助 、 役 員
の兼任

資 金 の 貸
付 ―

関 係 会
社 長 期
貸付金

90

利 息 の 受
取 1

未 収 入
金
（ 「 流
動 資
産 」 の
そ の
他）

1

子 会 社 Storytellers
USA, Inc.

アメリカ合衆
国デラウェア
州

3百万
US$

レストラン
経営

(所有)
直接

100.00

資 金 の 援
助 、 役 員
の兼任

資 金 の 貸
付 ―

関 係 会
社 長 期
貸付金

3,765

利 息 の 受
取 48

未 収 入
金
（ 「 流
動 資
産 」 の
そ の
他）

48

関連当事者との取引に関する注記
　子会社及び関連会社等
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１株当たり純資産額 1,043円16銭
１株当たり当期純利益 168円35銭

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針
資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受

け入れておりません。
２. 物語（上海）企業管理有限公司への長期貸付金に対し、68百万円の貸倒引当金を計上しておりま

す。

収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する

注記」に同一の内容を記載しているので注記を省略しております。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

─────────────────────────────────────────────
(注) 本注記事項中に記載されている金額は表示単位未満を切り捨てております。
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